
特 集

豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
税

1
1月

1
1日
～
1
1月
1
7日
は
「
税
を
知
る
週
間
」
で
す

私
た
ち
が
豊
か
で
安
定
し
た
暮
ら
し
を
営
む
た
め
に

は
、
個
人
や
民
間
組
織
だ
け
で
は
ま
か
な
う
こ
と
の
で

き
な
い
公
共
の
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
が
不
可
欠
で
す
。

税
金
は
、
こ
れ
ら
を
運
営
す
る
大
切
な
財
源
で
す
。

納
税
者
で
あ
る
私
た
ち
は
、
義
務
と
し
て
税
金
を
納
め

る
だ
け
で
な
く
、
税
金
の
仕
組
み
や
使
い
み
ち
に
つ
い

て
も
十
分
に
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ご
存
じ
で
す
か
？
税
を
知
る
週
間

私
た
ち
が
安
心
し
て
生
活
し
て

い
く
た
め
に
は
、
警
察
、
消
防
と

か
、
道
路
、
公
園
な
ど
、
私
た
ち

個
人
や
民
間
の
団
体
の
活
動
で
は

ま
か
な
う
こ
と
の
で
き
な
い
公
共

サ
ー
ビ
ス
や
公
共
施
設
が
必
要
で

す
。
国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
こ

の
た
め
に
社
会
保
障
の
充
実
、
住

宅
や
道
路
の
整
備
、
教
育
や
科
学

技
術
の
振
興
な
ど
幅
広
い
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
国
や
地
方
公
共
団

体
が
活
動
す
る
た
め
に
は
、
た
く

さ
ん
の
資
金
が
必
要
で
す
。
そ
の

主
要
な
財
源
は
私
た
ち
の
税
金
で

す
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
は
、
単

に
義
務
と
し
て
税
金
を
納
め
る
の

で
は
な
く
、
税
金
の
仕
組
み
や
使

い
道
に
つ
い
て
も
十
分
に
知
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

十
一
月
十
一
日
か
ら
十
七
日
ま

で
は
「
税
を
知
る
週
間
」
で
す
。

こ
の
週
間
中
、
税
務
署
で
は
税
の

仕
組
み
や
使
い
み
ち
、
身
近
な
税

を
、
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
行
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
み
ん
な
で
税
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

5
1種
類
の
税
金

私
た
ち
の
納
め
て
い
る
税
金
は
、

国
に
納
め
る
国
税
と
県
や
市
町
村

に
納
め
る
地
方
税
と
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。

国
税
は
、
所
得
税
、
相
続
税
な

ど
の
直
接
税
や
消
費
税
・
酒
税
な

ど
の
間
接
税
な
ど
、
二
十
三
も
の

種
類
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
方
税
は
、
町
民
税
・

固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
な
ど

の
直
接
税
な
ど
二
十
八
種
類
が
あ

り
、
国
税
・
地
方
税
を
合
わ
せ
る

と
、
五
十
一
種
類
も
の
税
金
が
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
納
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

【国 の 総 収 入 】【国 の 総 支 出 】
経済協力費

( 1. 4%)
恩給関係費

( 2. 1%)
防衛関係費

( 6. 4%)

その他
( 8. 8%) 国債費

( 21. 7%)

文 教 及 び

科 学 振 興 費

( 8. 2%）

公共事業
関係費

( 1 2. 6%)
社会保障
関係費

( 18. 8%)

地 方 交 付 税
交 付 金

( 20. 0％）

総額77 兆

3, 900億円

その他
( 3. 7%)

公債金
( 21. 6%)

所 得 税 
( 27. 0%)

酒･ たばこ
揮発油税など

( 13. 0%)

消 費 税
〔1 2. 7%)

地価税( 0. 2 ％)

相 続税・贈与税
( 3. 2%)

法人税
( 18. 6%)

総 額

7 兆
3, 900 億 円

〈平成9 年 度当 初 予 算よ り 〉
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